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   ６月１日以降の児童クラブの開室について（お知らせ） 

 日頃より、児童クラブの運営に御理解と御協力をいただきまして誠にありがとうございます。ま

た、この度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に御協力いただき、重ねてお礼申し上げます。 

 さて、６月１日以降の児童クラブの開室については、小学校の分散等の登校期間は、引き続き下

記の日程により開室し、６月２２日からは通常の日程で開室することを予定しております。 

 新型コロナウイルス感染症については、まだまだ予断を許さない状況となっております。児童ク

ラブにおいても、これまで以上に感染拡大防止の体制を整え、保育にあたりたいと考えております。 

なお、可能な御家庭につきましては、引き続き御家庭での保育の御協力をお願いいたします。 

記 

１ 児童クラブの開室時間について 

  〇６月１日から１９日までの登校期間（分散登校等） 

時間 預かり場所 

 ８時３０分から１２時３０分まで 各小学校 

１２時３０分から１９時００分まで 各児童クラブ 

  〇６月２２日以降 

時間 預かり場所 

放課後から１９時００分まで 各児童クラブ 

※上記日程は状況により変更となる場合がございます。 

（１）土曜日は通常どおり児童クラブを開室いたします。                                                                                                                 

（２）感染拡大防止のため、家庭での保育に御協力をいただいているところですが、勤務の変更等

により、クラブの御利用が必要な場合には、各児童クラブ又は保育課まで御連絡ください。 
 

２ 児童クラブ保育料の減免について 

（１）次の期間、児童クラブを欠席される場合は、保育料を減免いたします。 

欠席される期間 減免後の保育料（１人目） 減免後の保育料（２人目以降） 

６月１日から３０日まで ０円 

６月１日から２０日まで １，５００円 ７００円 

（２）申請書類及び提出期限 

  異動届及び児童クラブ保育料減免申請書を、６月１２日（金）までに、各児童クラブ又は保育

課に御提出をお願いいたします。 

（３）その他 

  申請した欠席期間中に児童クラブを御利用された場合には、月額保育料が全額かかりますの

で、御了承ください（日割りにはなりません。）。 


